
 「食品中の放射性セシウムスクリーニング法の一部改正」に関する意見

の募集について  

 

平成２４年１月２７日 

厚生労働省医薬食品局 

食品安全部監視安全課 

 

この度、「食品中の放射性セシウムスクリーニング法の一部改正」について、

下記のとおり、広く国民の皆様から御意見を募集いたします。  

今後、本案については、提出していただいた御意見を考慮した上、決定する

こととしています。  

 

記  

 
１ 意見の提出方法  

御意見をまとめ、以下に掲げるいずれかの方法で提出してください。  

（１）郵送の場合 

   〒100-8916 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課化学物質係あて  

＊ 封筒に「食品中の放射性セシウムスクリーニング法の一部改正につい

て」と朱書きしてください。 

 

（２）インターネットの場合（ここをクリックしてください。） 

   ＊ 入力フォームの「※件名」欄に「食品中の放射性セシウムスクリー

ニング法の一部改正について」と入力してください。  

 

２ 意見の提出上の注意  

提出される御意見は日本語に限ります。また、個人は住所・氏名・職業を、

法人は法人名・所在地を記載してください。提出いただいた御意見については、

氏名、住所その他の連絡先を除き公表させていただくことがありますので、あ

らかじめ御了承願います。  

なお、御意見に対して個別の回答は致しかねますので、その旨御了承願いま

す。 

 

３ 意見提出の締切日  

平成２４年２月１３日（月）（必着）  

https://www-secure.mhlw.go.jp/cgi-bin/getmail/publiccomment_input.cgi?mailto=Cs-screening@mhlw.go.jp�


４ 改正の内容  

別添概要のとおり食品中の放射性セシウムスクリーニング法の一部を改正

すること。  


